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開
示
規
制
違
反
に
係
る
課
徴
金
事
例
集
に
つ
い
て

髙
島　

さ
や
香

証
券
取
引
等
監
視
委
員
会
事
務
局
開
示
検
査
課

課
長
補
佐

証
券
取
引
等
監
視
委
員
会（
以
下
、「
証

券
監
視
委
」と
い
う
）は
、
有
価
証
券
報
告

書
を
は
じ
め
と
す
る
各
種
開
示
書
類
の
提

出
者
等
に
対
し
て
開
示
検
査
を
実
施
し
て

お
り
、
重
要
な
事
項
に
つ
い
て
の
虚
偽
記

載
等
が
認
め
ら
れ
た
場
合
に
は
、
内
閣
総

理
大
臣
お
よ
び
金
融
庁
長
官
に
対
し
て
、

課
徴
金
納
付
命
令
等
を
行
う
よ
う
勧
告
を

行
っ
て
い
る
。

本
稿
で
は
、
証
券
監
視
委
が
平
成
27
年

８
月
28
日
に
公
表
し
た「
金
融
商
品
取
引

法
に
お
け
る
課
徴
金
事
例
集
～
開
示
規
制

違
反
編
～
」に
基
づ
き
、
課
徴
金
納
付
命

令
勧
告
の
状
況
お
よ
び
不
適
正
な
会
計
処

理
の
概
要
等
を
紹
介
し
た
い
。

な
お
、
本
稿
中
の
意
見
に
わ
た
る
部
分

は
、
私
見
で
あ
る
こ
と
を
あ
ら
か
じ
め
お

断
り
し
て
お
く
。

課
徴
金
納
付
命
令
勧
告

の
状
況

⑴　
総　
論

平
成
17
年
４
月
に
課
徴
金
制
度
が

開
始
さ
れ
て
以
降
、
証
券
監
視
委

は
平
成
27
年
６
月
末
ま
で
に
、
開

示
規
制
違
反
に
対
し
て
89
件
、
計

82
億
８
、７
３
０
万
９
、９
７
９
円
の
課
徴

金
納
付
命
令
勧
告
を
行
っ
た
。

勧
告
の
内
訳
は「
開
示
書
類
の
虚
偽
記

載
」に
対
す
る
も
の
が
85
件
、「
開
示
書
類

の
不
提
出
」に
対
す
る
も
の
が
３
件
、「
公

開
買
付
開
始
公
告
の
不
実
施
」に
対
す
る

も
の
が
１
件
で
あ
る（
図
表
１
参
照
）。

平
成
26
年
度
に
お
い
て
は
、
開
示
書

類
の
虚
偽
記
載
に
対
し
て
８
件
、
計

６
億
４
６
４
万
円
の
課
徴
金
納
付
命
令
勧

告
を
行
っ
た
。

⑵　
上
場
市
場
別
の
傾
向

違
反
行
為
者（
発
行
者
で
あ
る
会
社
）を

市
場
別
に
分
類
す
る
と
、
本
則
市
場
45
件

に
対
し
て
、
新
興
市
場
47
件
と
な
っ
て
い

る（
図
表
２
参
照
）。

上
場
企
業
の
う
ち
新
興
市
場
銘
柄
は
３

分
の
１
程
度
し
か
な
い
こ
と
を
考
慮
す
る

と
、
新
興
市
場
銘
柄
に
対
す
る
勧
告
率
が

相
当
に
高
い
傾
向
に
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

具
体
的
な
事
情
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る

が
、
一
般
に
、
新
興
市
場
で
は
会
社
の
規

模
が
小
さ
く
、
意
思
決
定
権
限
や
事
務
分

担
が
特
定
の
役
職
員
に
集
中
す
る
傾
向
が

あ
り
、
ま
た
、
特
定
部
門
に
お
け
る
不
正

が
会
社
全
体
の
財
務
に
大
き
な
影
響
を
与

え
や
す
い
こ
と
が
、
そ
の
背
景
の
１
つ
と

し
て
指
摘
さ
れ
る
。

平
成
26
年
度
は
、
勧
告
を
行
っ
た
８
件

の
う
ち
７
件
が
発
行
者
で
あ
る
会
社
に
対

す
る
勧
告
で
あ
り
、
そ
の
う
ち
６
件
が
新

興
市
場
の
上
場
会
社
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ

ら
の
上
場
会
社
で
は
、
事
業
拡
大
を
優
先

し
た
こ
と
や
、
経
営
者
の
コ
ン
プ
ラ
イ
ア

ン
ス
意
識
の
欠
如
、
取
締
役
会
の
機
能
不

全
等
に
起
因
し
て
、
不
適
正
な
会
計
処
理

が
行
わ
れ
て
い
た
。

⑶　
業
種
別
の
傾
向

次
に
、
違
反
行
為
者（
発
行
者
で
あ
る

会
社
）を
業
種
別
に
み
る
と
、
情
報
・
通

信
業（
19
件
）、
サ
ー
ビ
ス
業（
14
件
）、
卸

売
業（
11
件
）に
お
い
て
、
勧
告
件
数
が
多

S E SC
解説

（図表１）　課徴金納付命令勧告の内訳
年　度 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 計

虚偽記載の勧告件数 3 8 11 9 18 9 9 9 8 1 85
発行開示書類等 1 0 0 1 3 1 0 0 0 0 6
うち個人 0 0 0 1 3 1 0 0 0 0 5
継続開示書類 1 5 6 6 7 2 6 5 2 0 40
両方の書類 1 3 5 2 8 6 3 4 5 1 38
大量保有・変更報告書 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
うち個人 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

不提出の勧告件数 - - 0 0 1 2 0 0 0 0 3
発行開示書類 - - 0 0 0 2 0 0 0 0 2
継続開示書類 - - 0 0 1 0 0 0 0 0 1

公開買付に係る勧告件数 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
（注）　年度とは当年４月から翌年３月をいう。ただし、平成27年度は６月30日まで（以下において同じ）。

（単位：件）



（単位：社）
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数
が
多
く
な
って
い
る（
図
表
４
参
照
）。

平
成
26
年
度
に
お
い
て
は
、
売
上
高
で

４
件
、
資
産
の
科
目
で
２
件
、
特
別
損
失

お
よ
び
純
資
産
の
科
目
で
そ
れ
ぞ
れ
１
件

の
勧
告
を
行
っ
て
い
る
。
最
も
件
数
の
多

か
っ
た
売
上
高
で
は
、
販
売
先
に
資
金
を

還
流
さ
せ
て
、
そ
の
分
を
販
売
代
金
に
上

乗
せ
す
る
こ
と
に
よ
り
売
上
を
過
大
計
上

す
る
事
案
等
が
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
有

価
証
券
報
告
書
等
の
記
述
部
分
に
関
す
る

虚
偽
記
載
に
つ
い
て
も
勧
告
を
行
っ
て
い

る
。
証
券
監
視
委
と
し
て
は
、
有
価
証
券

報
告
書
等
の
記
述
部
分
に
つ
い
て
も
、
投

資
判
断
に
と
っ
て
重
要
な
事
項
で
あ
り
、

適
正
な
開
示
が
行
わ
れ
る
こ
と
が
必
要
で

あ
る
と
考
え
て
い
る
。

開
示
規
制
違
反
の
手
法

の
傾
向

不
適
正
な
会
計
処
理
に
用
い
ら
れ
る
手

法
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
が
、
最
近
の
開
示

検
査
で
は
、
以
下
の
よ
う
な
不
正
の
パ

タ
ー
ン
が
し
ば
し
ば
確
認
さ
れ
て
い
る
。

⑴　
代
表
者
等
の
会
社
幹
部
が
自

ら
主
導
す
る
な
ど
し
て
不
適
正

な
会
計
処
理
が
行
わ
れ
て
い
た

ケ
ー
ス

創
業
者
で
大
株
主
で
あ
る
こ
と
や
在
任

S E SC
解説

（図表２）　「開示書類の虚偽記載」に係る違反行為者（発行者である会
社）の市場別分類
年　度 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 計
東証計 4 9 11 8 17 5 8 10 6 1 79

東証１部（本則） 2 5 4 2 6 0 1 4 1 1 26
（うち旧大証１部） 1 1 2 0 2 0 0 1 0 0 7
東証２部（本則） 0 1 2 1 1 1 1 3 0 0 10
（うち旧大証２部） 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 4
マザーズ（新興） 0 0 1 2 7 2 3 0 1 0 16
ジャスダック（新興） 2 3 4 3 3 2 3 3 4 0 27

名証計 1 0 1 1 0 1 0 0 2 0 6
名証１部（本則） 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 4

セントレックス（新興） 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2
札証計 0 0 2 0 0 2 1 0 0 0 5
札証（本則） 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 3

アンビシャス（新興） 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
福証（本則） 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
本則市場計 3 6 11 4 7 1 3 7 2 1 45
新興市場計 2 3 5 5 10 7 6 3 6 0 47
年度別計 5 9 16 9 17 8 9 10 8 1 92

（注）１　個人による虚偽記載は含まない（図表３および図表４において同じ）。
２　複数の市場に上場している違反行為者があるため、本表における合計数と実際の
勧告件数は一致しない。
３　平成25年７月16日、東証と大証の現物市場が統合された。なお、平成25年７月15
日以前に勧告を行った違反行為者について、東証１部と大証１部に上場していた場合
には「東証１部」の欄に２件、「うち旧大証１部」の欄に１件と表示している（東証２部と
大証２部に上場していた場合も同様）。

（図表３）　「開示書類の虚偽記載」に係る違反行為者（発行者である会
社）の業種別分類
年　度 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 計

情報・通信業 0 4 1 1 4 5 0 2 2 0 19
サービス業 0 0 1 1 5 1 1 3 1 1 14
卸売業 0 0 2 3 2 0 3 0 1 0 11
建設業 2 1 3 0 0 1 0 0 0 0 7
電気機器 0 1 0 0 2 1 0 1 1 0 6
小売業 0 2 0 1 0 0 1 1 0 0 5
機　械 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 4
不動産業 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 3

（注）１　業種の別は、証券コード協議会「業種別分類に関する取扱要領」による。
２　勧告件数が３件以上の業種のみ掲載している。

（図表4）　「開示書類の虚偽記載」に係る違反行為の科目別分類
年　度 22 23 24 25 26 27 計
売上高 7 5 3 2 4 0 21
売上原価 0 1 1 2 0 0 4

販売費及び一般管理費 2 1 0 2 0 0 5
営業外利益または営業外費用 1 0 0 1 0 0 2
特別利益または特別損失 9 6 5 4 1 0 25

資　産 5 4 4 7 2 1 23
負　債 0 0 1 1 0 0 2
純資産 0 0 0 2 1 0 3
記述部分 0 0 0 0 1 0 1
年度別計 24 17 14 21 9 1 86

（注）　複数の科目にわたる虚偽記載を認定し勧告した事例があるため、本表における合計
数と実際の勧告件数は一致しない。

く
な
っ
て
い
る（
図
表
３
参
照
）。

特
に
、
情
報
・
通
信
業
で
は
、
上
場
会

社
の
業
種
別
構
成
割
合（
約
10
％
）に
比
べ

て
、違
反
行
為
者
の
業
種
別
構
成
割
合（
約

24
％
）が
高
く
な
っ
て
お
り
、ソ
フ
ト
ウ
ェ

ア
等
の
無
形
固
定
資
産
が
、
不
適
正
な
会

計
処
理
に
利
用
さ
れ
る
事
例
が
み
ら
れ

る
。
無
形
固
定
資
産
は
、
一
般
的
に
、
資

産
の
状
況
を
目
で
見
て
確
認
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
こ
と
や
資
産
計
上
額
に
将
来
予

測
の
要
素
が
多
く
含
ま
れ
る
こ
と
、
劣
化

が
早
く
一
度
に
多
額
の
損
失
が
発
生
し
や

す
い
こ
と
と
い
っ
た
特
徴
が
あ
り
、
不
適

正
な
会
計
処
理
に
利
用
さ
れ
や
す
い
勘
定

科
目
と
な
っ
て
い
る
。

な
お
、
平
成
26
年
度
に
お
け
る
勧
告
件

数
は
、
情
報
・
通
信
業（
２
件
）、
不
動
産

業（
２
件
）、
卸
売
業（
１
件
）等
と
な
っ
て

い
る
。
そ
の
態
様
を
み
る
と
、
実
際
に
は

開
発
が
行
わ
れ
て
い
な
い
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア

を
資
産
と
し
て
計
上
し
て
い
た
事
案
や
、

ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
取
引
に
お
け
る
工
事
進
行

基
準
に
基
づ
く
売
上
の
前
倒
し
計
上
が
行

わ
れ
て
い
た
事
案
等
、
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
に

関
す
る
も
の
が
３
件
あ
っ
た
。

⑷　
違
反
行
為
の
科
目
の
傾
向

違
反
行
為
の
科
目
別
の
内
訳
で
は
、
特
別

利
益
ま
た
は
特
別
損
失（
25
件
）、
資
産（
23

件
）、
売
上
高（
21
件
）に
お
い
て
、
勧
告
件
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期
間
が
長
い
こ
と
な
ど
を
背
景
に
、
代
表

者
の
強
い
権
限
、
影
響
力
に
よ
っ
て
不
適
正

な
会
計
処
理
が
行
わ
れ
て
い
る
た
め
、
他

の
取
締
役
や
監
査
役
か
ら
の
牽
制
等
が
十

分
に
機
能
し
て
い
な
い
場
合
が
み
ら
れ
る
ほ

か
、
代
表
者
自
身
の
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
意

識
の
欠
如
と
いっ
た
問
題
が
み
ら
れ
る
。

（
代
表
者
が
個
人
の
借
入
返
済
等
の
目
的

で
会
社
の
資
金
を
流
出
さ
せ
て
い
た

ケ
ー
ス
）

・
売
買
取
引
を
装
う
な
ど
し
て
、実
質
破
綻

状
態
に
あ
っ
た
代
表
者
に
資
金
を
流
出

さ
せ
て
い
た
ほ
か
、売
掛
金
の
回
収
を
装

う
た
め
、代
表
者
は
自
己
の
資
金
を
会
社

に
入
金
す
る
な
ど
し
て
い
た
。

・
賃
貸
借
に
係
る
取
引
を
装
っ
て
会
社
か

ら
取
引
先
に
支
出
し
た
資
金
を
、取
引
先

が
入
金
直
後
に
代
表
者
に
送
金
し
て
い

た
。

・
代
表
者
が
、在
任
時
に
商
取
引
に
仮
装
し

た
不
正
な
資
金
流
出
を
行
っ
て
い
た
だ

け
で
な
く
、
退
任
後
に
お
い
て
も
、
他
の

役
員
の
役
員
報
酬
等
の
名
目
で
支
出
し

た
資
金
の
大
部
分
を
同
人
へ
流
出
さ
せ

て
い
た
。ま
た
、当
該
代
表
者
は
、会
社
に

対
し
担
保
提
供
す
る
と
し
て
い
た
当
社

株
式
を
売
却
し
て
お
り
、そ
の
売
却
代
金

も
債
務
弁
済
に
充
て
な
か
っ
た
。

（
代
表
者
等
が
業
績
等
を
よ
く
み
せ
る
た

め
に
不
適
正
な
会
計
処
理
を
主
導
す
る

な
ど
し
て
い
た
ケ
ー
ス
）

・
代
表
者
に
よ
る
売
上
業
績
に
過
度
に
重

き
を
置
く
経
営
方
針
の
も
と
、売
上
至
上

主
義
が
社
内
に
蔓
延
し
、管
理
部
門
が
適

切
な
役
割
や
チ
ェ
ッ
ク
機
能
を
果
た
さ

な
い
ま
ま
営
業
部
門
に
お
い
て
売
上
の

過
大
計
上
が
行
わ
れ
、
さ
ら
に
、
他
の
役

員
等
は
不
適
正
な
会
計
処
理
を
黙
認
す

る
な
ど
し
て
い
た
。

⑵　
海
外
子
会
社
等
に
お
い
て
不

適
正
な
会
計
処
理
が
行
わ
れ
連

結
財
務
諸
表
に
影
響
が
及
ぶ

ケ
ー
ス

企
業
の
海
外
進
出
が
拡
大
す
る
な
か
、

海
外
子
会
社
等
の
財
務
情
報
に
対
し
て
、

現
地
固
有
の
統
制
環
境
や
リ
ス
ク
の
評
価

も
踏
ま
え
た
適
切
な
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
が
行

え
て
い
る
か
、
企
業
集
団
全
体
と
し
て
の

内
部
統
制
の
あ
り
方
が
問
わ
れ
る
よ
う
に

な
っ
て
い
る
。

・
海
外
子
会
社
に
お
い
て
、適
切
な
貸
倒
引

当
基
準
や
在
庫
評
価
基
準
が
作
成
さ
れ

て
お
ら
ず
、売
掛
債
権
に
係
る
貸
倒
引
当

金
や
貸
倒
損
失
、棚
卸
資
産
に
係
る
引
当

金
が
過
少
に
計
上
さ
れ
て
い
た
。

・
海
外
子
会
社
に
お
い
て
、厳
し
い
売
上
目

標
を
達
成
す
る
た
め
、架
空
の
伝
票
登
録

に
よ
る
架
空
売
上
の
計
上
や
、売
上
債
権

に
対
す
る
貸
倒
引
当
金
の
過
少
計
上
な

ど
が
行
わ
れ
て
い
た
。

⑶　
資
産
の
評
価
が
適
切
に
行
わ

れ
て
い
な
い
ケ
ー
ス

評
価
の
方
法
が
適
切
で
は
な
か
っ
た

り
、
価
値
評
価
等
に
つ
い
て
会
社
と
し
て

十
分
な
検
討
を
行
っ
て
い
な
い
な
ど
、
評

価
の
重
要
性
に
対
す
る
役
職
員
の
認
識
の

甘
さ
や
取
締
役
会
等
の
機
能
不
全
と
い
っ

た
問
題
が
み
ら
れ
る
。

・
海
外
の
霊
園
事
業
を
取
得
す
る
に
あ
た

り
、事
業
内
容
か
ら
す
れ
ば
資
産
価
値
評

価
や
取
得
金
額
が
大
幅
に
過
大
で
あ
っ

た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、会
社
と
し
て
一
部

の
役
職
員
に
よ
る
不
正
行
為
に
対
し
て

十
分
な
牽
制
機
能
が
働
か
な
か
っ
た
こ

と
か
ら
、
棚
卸
資
産（
開
発
事
業
等
支
出

金
）を
過
大
に
計
上
し
て
い
た
。

個
別
事
例
の
概
要

今
回
の
事
例
集
に
お
い
て
は
、
開
示
書

類
の
虚
偽
記
載
に
係
る
課
徴
金
納
付
命
令

の
勧
告
事
例
を
18
件
、
開
示
書
類
の
不
提

出
に
係
る
勧
告
事
例
を
２
件
、
開
示
検
査

の
結
果
行
わ
れ
た
自
発
的
訂
正
を
３
件
の

ほ
か
、
審
判
手
続
の
個
別
事
例
も
紹
介
し

て
い
る
。

本
稿
で
は
、
そ
の
う
ち
個
別
事
例
２
件

と
自
発
的
訂
正
１
件
を
紹
介
し
た
い
。

な
お
、
具
体
的
な
虚
偽
記
載
の
態
様
・

不
正
の
背
景
お
よ
び
そ
の
他
の
事
例
に
つ

い
て
は
、
証
券
監
視
委
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト

（http://w
w

w
.fsa.go.jp/sesc/jirei/

kaiji/20150828.htm

）に
掲
載
さ
れ
て

い
る
事
例
集
本
体
を
ご
覧
い
た
だ
き
た

い
。

⑴　
売
上
の
過
大
計
上（
事
例
１
）

本
件
は
、
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
販
売
に
あ
た

り
、
実
体
の
な
い
販
売
代
理
契
約
を
締
結

し
て
協
力
先
に
支
払
っ
た
仲
介
手
数
料
名

目
の
代
金
を
協
力
先
か
ら
販
売
先
に
還
流

さ
せ
、
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
の
販
売
代
金
に
当

該
仲
介
手
数
料
に
相
当
す
る
金
額
を
上
乗

せ
し
て
計
上
す
る
こ
と
に
よ
り
、
売
上
を

過
大
計
上
し
た
も
の
で
あ
る
。

当
社
は
、
東
証
マ
ザ
ー
ズ
の
上
場
廃
止

基
準（
年
間
売
上
高
１
億
円
未
満
）に
抵
触

す
る
の
を
回
避
す
る
た
め
、
代
金
の
一
部

を
還
流
さ
せ
る
こ
と
を
あ
ら
か
じ
め
合
意

し
た
う
え
で
Ａ
社
と
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
販
売

契
約
を
締
結
す
る
と
と
も
に
、
仲
介
手
数

料
名
目
で
支
出
し
た
資
金
を
Ａ
社
に
還
流

さ
せ
る
た
め
、
Ｂ
社
と
実
体
の
な
い
販
売

代
理
契
約
を
締
結
し
た
。
こ
れ
ら
の
契
約

に
よ
っ
て
、
当
社
は
、
Ｂ
社
経
由
で
Ａ
社

に
資
金
を
還
流
さ
せ
る
と
と
も
に
、
仲
介

手
数
料
に
相
当
す
る
金
額
を
Ａ
社
と
の
ソ

フ
ト
ウ
ェ
ア
販
売
代
金
に
上
乗
せ
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、売
上
を
過
大
計
上
し
た（
図

表
５
参
照
）。

な
お
、本
事
例
の
不
正
の
背
景
と
し
て
、
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コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
意
識
の
欠
如
、
代
表

取
締
役
へ
の
過
度
の
権
限
集
中
が
指
摘
さ

れ
て
い
る
。

⑵　
所
有
株
式
数
等
の
虚
偽
記
載

（
事
例
18
）

本
件
は
、
当
社
が
、
大
株
主
の
所
有
株

式
数
お
よ
び
発
行
済
株
式
総
数
に
対
す
る

所
有
株
式
数
の
割
合
を
過
少
に
記
載
し
た

有
価
証
券
報
告
書
な
ど
を
開
示
す
る
と
と

も
に
、
大
株
主
が
、
自
己
の
保
有
株
券
等

の
数
お
よ
び
株
券
等
保
有
割
合
を
過
少
に

記
載
し
た
大
量
保
有
に
係
る
変
更
報
告
書

（
以
下
、「
変
更
報
告
書
」と
い
う
）を
開
示

し
た
も
の
で
あ
る
。

当
社
の
大
株
主
で
あ
る
当
社
役
員
は
、

新
興
市
場
か
ら
本
則
市
場
へ
の
指
定
換
え

等
の
要
件
で
あ
る
流
動
性
基
準
を
満
た
す

た
め
、
そ
の
所
有
す
る
株
式
を
売
却
す
る

一
方
、
自
ら
実
質
的
な
株
主
と
し
て
利
用

で
き
る
知
人
名
義
の
証
券
口
座
を
用
い
て

自
ら
の
資
金
を
提
供
し
て
当
社
株
式
を
買

い
付
け
る
な
ど
し
て
、
他
人
名
義
に
よ
る

当
社
株
式（
以
下
、「
名
義
株
」と
い
う
）の

保
有
を
増
加
さ
せ
た
。

当
社
は
、
当
該
役
員
に
係
る
所
有
株
式

数
等
を
、
名
義
株
を
含
め
ず
に
記
載
し
た

有
価
証
券
報
告
書
等
を
提
出
す
る
と
と
も

に
、
当
該
役
員
も
、
自
己
の
保
有
株
券
等

の
数
等
を
、
名
義
株
を
含
め
ず
に
記
載
し

た
変
更
報
告
書
を
複
数
回
提
出
し
た
。

な
お
、本
事
例
の
不
正
の
背
景
と
し
て
、

コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
の
不
徹
底
、
内
部
統

制
が
有
効
に
機
能
し
て
い
な
い
と
い
う
内

部
管
理
体
制
上
の
問
題
が
指
摘
さ
れ
て
い

る
。

⑶　
開
示
検
査
の
結
果
行
わ
れ
た

自
発
的
訂
正（
自
発
的
訂
正
１
）

Ａ
社
は
、
在
外
連
結
子
会
社
が
保
有
す

る
複
数
の
未
上
場
株
式
に
つ
い
て
、
国
際

財
務
報
告
基
準（
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
）に
基
づ
く
公

正
価
値
評
価
損
益
を
連
結
売
上
高
に
計
上

し
て
い
た
と
こ
ろ
、
当
該
未
上
場
株
式
の

う
ち
一
部
の
銘
柄
を
、マ
ル
チ
プ
ル
法（
類

似
企
業
比
較
法
）を
用
い
て
評
価
す
る
に

あ
た
り
、
類
似
企
業
の
範
囲
を
不
合
理
に

広
く
解
釈
し
た
企
業
選
定
を
行
う
な
ど
、

不
適
切
な
評
価
を
行
っ
て
い
る
と
認
め
ら

れ
た
た
め
、
必
要
な
有
価
証
券
報
告
書
等

の
訂
正
を
行
う
よ
う
慫
慂
し
た
。

Ａ
社
は
、
子
会
社
の
Ｂ
投
資
事
業
組
合

に
つ
い
て
、
連
結
範
囲
の
例
外
規
定（
企

業
会
計
基
準
22
号「
連
結
財
務
諸
表
に
関

す
る
会
計
基
準
」14
項
⑵
）に
該
当
す
る
と

し
て
連
結
範
囲
か
ら
除
外
し
て
い
た
が
、

Ｂ
投
資
事
業
組
合
は
Ａ
社
の
連
結
子
会
社

で
あ
る
Ｃ
社
と
多
額
の
取
引
を
行
っ
て
い

た
こ
と
な
ど
か
ら
、
Ａ
社
の
連
結
範
囲
に

含
め
る
べ
き
も
の
と
認
め
ら
れ
た
た
め
、

必
要
な
有
価
証
券
報
告
書
等
の
訂
正
を
行

う
よ
う
慫
慂
し
た
。

前
記
の
結
果
、
平
成
26
年
10
月
、
Ａ
社

は
訂
正
報
告
書
を
提
出
し
た
。

開
示
検
査
の
今
後
の

方
針

開
示
検
査
の
運
営
に
あ
た
っ
て
は
、
市

場
を
取
り
巻
く
状
況
が
変
化
し
て
い
る
こ

と
を
意
識
し
つ
つ
、
次
の
よ
う
な
視
点
に

立
っ
て
開
示
検
査
の
多
様
化
と
高
度
化
を

図
る
よ
う
に
努
め
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

正
確
な
企
業
情
報
が
遅
滞
な
く
、
適
正

か
つ
公
平
に
市
場
に
提
供
さ
れ
る
こ
と
を

主
眼
と
し
、
機
動
的
な
開
示
検
査
の
実
施

に
努
め
る
。

ま
た
、
上
場
企
業
に
関
す
る
開
示
の
適

正
性
の
確
保
の
観
点
か
ら
、
た
と
え
ば
、

グ
ロ
ー
バ
ル
に
活
動
す
る
上
場
企
業
の
経

営
環
境
の
変
化
等
に
伴
う
潜
在
的
リ
ス
ク

に
着
目
し
た
情
報
収
集
・
分
析
を
行
う
等
、

実
効
的
・
効
率
的
な
開
示
検
査
を
実
施
す

る
。上

場
企
業
等
が
虚
偽
記
載
等
を
行
っ
た

場
合
に
は
、
勧
告
・
告
発
等
の
厳
正
な
対

応
を
と
る
と
と
も
に
、
当
該
企
業
が
自
律

的
か
つ
迅
速
に
正
し
い
企
業
情
報
を
市
場

に
提
供
す
る
よ
う
、
企
業
自
身
の
取
組
み

を
促
す
等
の
働
き
か
け
を
強
化
す
る
。
ま

た
、
必
要
に
応
じ
て
虚
偽
記
載
等
の
原
因

と
な
っ
た
内
部
管
理
上
の
問
題
も
指
摘
し

改
善
を
求
め
る
と
と
も
に
、
適
正
な
開
示

の
た
め
の
取
締
役
、
監
査
役（
委
員
）等
に

対
す
る
働
き
か
け
を
強
化
す
る
。

お
わ
り
に

公
正
・
透
明
な
証
券
市
場
を
支
え
る
の

は
、
適
正
な
デ
ィ
ス
ク
ロ
ー
ジ
ャ
ー
で
あ

る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

事
例
集
で
紹
介
し
た
個
別
事
例
に
お
い

て
は
、
不
正
が
行
わ
れ
た
背
景
と
し
て
、

代
表
取
締
役
等
へ
の
権
限
集
中
等
に
よ
る

社
内
牽
制
機
能
の
不
全
や
、
監
査
役
会
の

機
能
不
全
、
経
理
・
会
計
部
門
の
体
制
不

備
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
指
摘
が
さ
れ
て
い

る
。
こ
う
し
た
事
態
を
未
然
に
防
ぐ
た
め

に
も
、
企
業
や
そ
れ
を
取
り
巻
く
市
場
関

係
者
が
、
正
し
い
企
業
情
報
を
市
場
に
提

供
で
き
る
よ
う
取
り
組
む
こ
と
が
期
待
さ

れ
る
。

事
例
集
が
会
計
実
務
に
携
わ
る
方
々
の

参
考
と
な
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

（図表5）　事例１の概要　

ソフトウェア代金
（還流資金を上乗せ）

実体のない
販売代理契約

「仲介手数料」
名目で出金

Ａ社に
資金還流

ソフトウェア販売契約

Ｂ社
（協力先）

Ａ社
（販売先）当社
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